
 468,600/月額  

10

長期継続契約（入札額は月額）
最低制限価格　有





 479,600/月額  

10

長期継続契約（入札額は月額）
最低制限価格　有
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業者特定理由書 

 下記の理由により見積業者を特定することといたしたい。 

記 

1 件 名 減圧弁点検整備業務 

2 業 者 名 みずほ機工 株式会社 

3 特定理由 当該業務は、配水区域内での適正水圧の提供を目的とし設置した減圧弁の

不具合に対し、適正に作動するよう点検・整備を行うものである。また、減

圧弁が故障した際は、お客様への給水に重大な影響を及ぶす恐れがあるた

め、不具合が判明した場合は、速やかに分解整備（修理）を行わなければな

らず、緊急を要する点検に必要な交換部品を常に確保し迅速に対応すること

が求められる。 

       これらの減圧弁については、各製造業者独自の仕様となっているため、分

解整備にあたっては、製造業者（製造業者から業務移管を受けた保守業者を

含む）による高度な技術が必要で、交換部品も製造業者以外は保有していな

いことから、製造業者が点検・整備を行うことで継続した機能補償が担保さ

れる。 

       以上のことから、当該業務の確実な履行や緊急性に対応できるのは、製品

の構造を熟知している製造業者しかいないことから、上記業者を特定する。

4 根拠規定 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断される 

ため。 
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業者特定理由書 

 下記の理由により見積業者を特定することといたしたい。 

記 

1 件 名 減圧弁点検整備業務 

2 業 者 名 株式会社 森田鉄工所 北海道営業支店 

3 特定理由 当該業務は、配水区域内での適正水圧の提供を目的とし設置した減圧弁の

不具合に対し、適正に作動するよう点検・整備を行うものである。また、減

圧弁が故障した際は、お客様への給水に重大な影響を及ぶす恐れがあるた

め、不具合が判明した場合は、速やかに分解整備（修理）を行わなければな

らず、緊急を要する点検に必要な交換部品を常に確保し迅速に対応すること

が求められる。 

       これらの減圧弁については、各製造業者独自の仕様となっているため、分

解整備にあたっては、製造業者（製造業者から業務移管を受けた保守業者を

含む）による高度な技術が必要で、交換部品も製造業者以外は保有していな

いことから、製造業者が点検・整備を行うことで継続した機能補償が担保さ

れる。 

       以上のことから、当該業務の確実な履行や緊急性に対応できるのは、製品

の構造を熟知している製造業者しかいないことから、上記業者を特定する。

4 根拠規定 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断される 

ため。 





下記の理由により業者を特定する。

記

１ 件　　名

２ 特定業者 美和電気工業株式会社　北海道支社

３ 特定理由 　本業務の対象となる計装設備は、配水池・ポンプ場・配水幹線

の配水量･水位等を計測し、運転制御及び配水情報管理システムに

よって監視するものであり、高区配水施設の運用に必要不可欠な

重要な設備である。

　当該業務は、製造メーカーの技術基準に基づいた点検、調整、良否

判断を求めており、製造者が保有するシステム独自の設計データが

なければ、機能診断及び劣化診断における良否判断が不可能である。

　標記業者は保守・サービス対応等の維持管理業務を移管されている

唯一の代理店である。

４ 根拠規定 　地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号に該当

すると判断されるため。

業 者 特 定 理 由 書

高区配水施設計装設備点検業務


